
ＪＭＲＣ近畿ジムカーナ 
ＪＭＲＣ近畿ダートトライアル 

共通規則書

第１章　総　　則
　本共通規則書は、ＪＡＦ近畿地域クラブ協議会（以下ＪＭＲＣ近畿という）にお

けるジムカーナシリーズ・ダートトライアルシリーズ競技会に適用される。本共通

規則書に記されていない競技運営に関する実施細目及び指示項目は、各競技会特別

規則書及び公式通知によって示される。尚特別規則書に記載された内容は、それに

示す範囲において本共通規則書より優先する。又、各競技会の参加者及び競技運転

者は、ＪＡＦ国内競技規則、本共通規則及び競技会特別規則を熟知・承認して参加

するものとする。なお、各条項の中で、〔ジムカーナ〕、〔ダートトライアル〕とあ 

るところは、当該競技会の項目を適用する。

第１条　 オールスター選抜戦・チャンピオンシリーズ（以後チャンピオン戦と言う）

の主催者の申請資格

下記いずれかの条件を満たすこと

１－１　当該競技種目の全日本選手権申請資格のあるもの

１－２　 地方選手権カレンダー登録申請締切日までに当該競技種目の地方

選手権競技会を１回以上開催した実績のあるもの。

１－３　 地方選手権カレンダー登録申請締切日までに地方格式以上の当該

競技種目の競技会を３回以上開催した実績のあるもの。

※共催について

上記１．または２．の申請資格を満たすクラブ（団体）と申請資格を満た

さないクラブ（団体）の共催による申請は、３クラブ（団体）以内であれ

ば認められる。この共催によるオーガナイザーの実績は、上記１．または２．

に定める開催実績として認める。

第２章　特別規則書に記載する内容
公　　　示

　ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則およびその付則に準拠した日本自動車連盟

（ＪＡＦ）の国内競技規則およびその細則、JMRC近畿共通規則および本大会の特別

規則に従って開催される。

第２条　競技会の組織

２－１　競技会の名称

２－２　競技種目　【ジムカーナ】【ダートトライアル】

２－３　競技の格式

ＪＡＦ公認：｢格式｣ 競技

ＪＡＦ公認番号２０２４年　　号

２－４　開催日程

２－５　競技会開催場所

２－６　オーガナイザー等

２－７　大会役員

大会会長

２－８　組織委員会

組織委員長

組織委員

組織委員

２－９　大会主要役員

審査委員長　　：　　　　　　（ＪＭＲＣ近畿派遣）

審査委員　　　：　　　　　　（ＪＭＲＣ近畿派遣）

審査委員　　　：　　　　　　設定は任意とする

競技長　　　　：

コース委員長　：

計時委員長　　：

技術委員長　　：

パドック委員長：

救急委員長　　：

事務局長（競技長補佐）：

２－10　参加申込場所および参加費用

〈１〉参加申込場所および問合せ先（大会事務局）

〈２〉参加受付期間

〈３〉提出書類

〈４〉参加料

〈５〉その他「有料の場合にはすべて記載すること」

〈６〉競技のタイムスケジュール

第３章　競技参加に関する基準規則
第３条　参加受付

３－１　参加受付期間

開催日の２１日前より１０日前まで受け付ける。

現金書留で下記の提出物を添えて申込むこと。

（※特別規則書で認めた場合は参加料を振込にて支払える。）

但し、電話・ＦＡＸによる参加申込は受け付けない。
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３－２　参加申込み時の提出物

〈１〉参加申込書（必ずＪＭＲＣ近畿の参加申込書にて行う）

参加車両名は１５字以内とし、必ず車両名（型式ではなく通称名：

シビック、ランサー、インプレッサ等）を記入すること

〈２〉誓約書（署名は直筆で行うこと。）

〈３〉車両改造申告書

〈４〉参加料（振込の場合は振込通知書等証明するもの、コピー可）

学生割引対象者は、学生証のコピーを必ず同封すること。出来な

い場合は差額を徴収する。

３－３　参加申込場所

大会事務局と同じ

３－４　参加制限

競技運転者は、１競技に１台の車両でのみ参加できる。ただし、

同一車両による重複参加は認めるが、この場合同一運転者によっ

て運転されてはならない。なお、地方選手権の場合重複参加は2

名まで、ジムカーナ部門ミドルシリーズ・ダートトライアル部門

ジュニアシリーズは3名まで認める。

３－５　正式参加受理後は、いかなる場合であっても参加料は返金されない。

第４条　参加料

【ジムカーナ部門】

 オールスター選抜戦・チャンピオンシリーズ 

　　 全国ＪＭＲＣ会員 ￥１５，０００ 

ＪＭＲＣ非会員 ￥１６，０００ 

併設チャレンジクラス ￥　６，０００

 ミドルシリーズ 

　　 全国ＪＭＲＣ会員 ￥１３，０００ 

ＪＭＲＣ非会員 ￥１４，０００ 

学生（全国ＪＭＲＣ会員） ￥　８，０００ 

学生（非会員） ￥　９，０００ 

併設ＲＴ ￥１１，０００（学生も同額） 

併設ＥＸＰ ￥１０，０００（学生も同額） 

併設特設クラス ￥１０，０００（学生も同額）

　　　＊ 学生とは、大学、専門学校等に在籍する２５歳以下の方で、競技

会当日有効な学生証を提示できる方とする。

　　　＊ ＪＭＲＣ会員は全国全ての地区を対象とするが、競技会当日ＪＭ

ＲＣ会員であることを証明する会員証等を提示できなければ差額

を徴収する。但しＪＭＲＣ近畿正会員クラブ・団体・賛助会員に

所属するＪＭＲＣ近畿個人会員でない者はシリーズポイントの対

象にはならない。

　　　＊その他、上記とは別に必要な費用は全て特別規則書に記載する。

【ダートトライアル部門】

 オールスター選抜戦・チャンピオンシリーズ 

　　 全国ＪＭＲＣ会員　　　￥１６，０００　を上限とする 

全国ＪＭＲＣ非会員　　￥１７，０００　を上限とする

 ジュニアシリーズ 

　　 全国ＪＭＲＣ会員　　　￥１３，０００　を上限とする 

全国ＪＭＲＣ非会員　　￥１４，０００　を上限とする

　　　＊その他、学生割引等必要な費用は全て特別規則書に記載すること。

第５条　参加受理

参加申込み締め切り後５日以内に参加申込者に対して参加の受理又は拒否

を通知される。クラスが不成立の場合、オーガナイザーは速やかに電話等

で当該クラス参加申込者に連絡し、参加の可否、出走クラスの変更等の意

向を聞くものとする。この場合当該参加者が参加を見合わせる場合は所定

の手数料を差し引いた金額を返金するものとし、クラスの変更を希望する

場合はその意向に応じて参加クラスを変更することができる。

なお、参加者が参加申込書に記載する連絡先に連絡がつかない場合、オー

ガナイザーはクラスが不成立であること、連絡がつかなかった旨を参加受

理書に記載し、参加を受理したものとして取り扱うことができる。

第６条　参加拒否

オーガナイザーは、理由を明示する事なく参加を拒否する権限を有する。

この場合、事務手数料￥１,000を差し引いて参加料を返却する。

第７条　参加者

７－１　 参加者は当該年度有効なＪＡＦ参加者許可証を所持していなけれ

ばならない。ただし、ドライバーが参加者を兼ねる場合はこの限

りではない。

７－２　 参加者は自チームのドライバー、メカニックなどの行動に責任を

持たなければならない。

第８条　競技運転者（ドライバー）

８－１　 ドライバーは有効な自動車運転免許証と当該年度有効な競技運転

者許可証を所持していなければならない。ただし、特別な参加資

格が設けられている競技会の場合はその条件などを満たすこと。

８－３　 ジムカーナ部門のミドルシリーズ及びダートトライアル部門の

ジュニアシリーズの参加資格は、地方選手権の開催される当該地

区にスポーツ資格を登録している者を優先する。又、参加者人員
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に余裕の有る場合は、他地区からの参加を妨げない。

８－４　 前年度全日本選手権各部門各クラスの上位１位に認定されたシー

ドドライバーは地方選手権への参加は認められない。

第９条　参加台数

【ジムカーナ部門】

原則として200台までとする。

会場のキャパシティ及び感染症対策等の関係上オーガナイザーは参加台数

を制限することができる。但し、当該年においてシリーズポイント有資格

者は参加を優先される。制限する場合は、特別規則書に記載すること。

重複参加者のパドックも漏れなく１枠を織込むこと。また指定する場合は

並べて配置すること。

【ダートトライアル部門】

原則として200台までとする。

第10条　参加車両及び競技クラス区分

Ｐ車両： 道路運送車両の保安基準に適合し、かつメーカーラインオフ時の

諸元が変更されていないもの（当該自動車の自動車検査証の型式

指定番号欄に型式指定番号が記載されているものおよびＪＡＦ登

録車両規定第２条２による車両。ただし、当該自動車検査証の型

式指定番号欄に型式指定番号が記載されていない輸入自動車は、

当該自動車検査証の型式欄に排出ガス識別記号（E、ＧＦ等）を

含んだ型式が記載されている場合に限り、型式指定番号が記載さ

れているものとして取扱う。）で、ＪＡＦ国内競技車両規則第３編

スピード車両規定第２章スピードＰ車両規定に従った道路運送車

両法による自動車登録番号標（車両番号標）を有し、運行の用に

供することができる（自動車検査証の有効期間内）車両。参加者

は車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタ

ログ、パンフレット等（新車解説書、整備解説書等を含む）を常

に携帯することが義務づけられる。

　　　　 また、2024年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規

則第２章第２条４）を適用する（ＪＡＦのＨＰ参照）

　　　　 （許される主な改造はプラグ、プラグコード、エアークリーナー

フィルターカートリッジ｛同一方式、材質、形状｝、クラッチディ

スク・カバー｛数および直径変更とカーボン製は不可｝補器（１２

Ｖ）バッテリー｛同等品｝、シフトノブ｛シフトパターン表示必要｝、

オイルフィルター｛同等品｝、ワイパーブレード｛同等品｝、ブレー

キパット、ブレーキシュー、（ブレーキパッド、シューのカーボン

100%は使用不可）ブレーキディスクやホイールに集積した泥を

かき出す装置追加可。ノックバック防止スプリング装着可 ショッ

ク｛車高調整式可、材料追加による取付部の補強不可、別タンク

不可、遠隔操作不可｝、バネ｛ヘルパースプリング可｝、全長、全

幅および全高は変更不可、最低地上高変更不可車重はカタログ重

量以上｛バラストでの調整不可｝タイヤ｛径１インチ幅10mmＵ

Ｐまで可｝、ホイール｛そのタイヤでＪＡＴＭＡに当てはまるサイ

ズに変更可｝、ホイールナット、スポイラー追加、ハンドル変更不

可、運転席のみ規格以上のシートに変更可）

ＰＮ車両： 道路運送車両の保安基準に適合し、かつメーカーラインオフ時

の諸元が変更されていないもの（当該自動車の自動車検査証の

型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの。ただし、

輸入自動車であって、当該自動車検査証の型式欄に排出ガス識

別記号（Ｅ、ＧＦ等）を含んだ型式が記載されている場合および、

本編第３章の規定に基づく改造についてはこの限りではない。

また、当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード車両規

定第３章の規定に基づく改造についてはこの限りではない。ま

た、1996年以前のＪＡＦ国内競技車両規則に基づき、ロール

バーの装着やスプリングの変更に伴い改造自動車等の届出を

行ったことにより諸元が変更となった車両および1997年以後

のＪＡＦ国内競技車両規則に基づき、ロールバーの装着に伴う

乗車定員変更のための構造等変更検査手続きを行った車両は除

く）で、当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード車両

規定第３章スピードＰＮ車両規定に従った道路運送車両法によ

る自動車登録番号標（車両番号標）を有し、運行の用に供する

ことができる（自動車検査証の有効期間内）車両で下記１）あ

るいは２）に定める要件を満たしたＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公

認車両またはＪＡＦ登録車両とする。１）ＦＩＡまたはＪＡＦ

公認車両であり、同一車両型式の最も古い公認発効年が2006

年の１月１日以降の車両。２）ＪＡＦ登録車両であり、同一車

両型式の最も古いＪＡＦ登録年が2006年の１月１日以降の車

両。３）当該車両がＦＩＡ公認車両、ＪＡＦ公認車両またはＪ

ＡＦ登録車両として資格を重複して有する場合は、同一車両型

式の公認発効年またはＪＡＦ登録年の最も古い年から起算し

て、上記１）あるいは２）に定める年数による資格を決定する。

参加者は車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発

行のカタログ、パンフレット等（新車解説書、整備解説書等を

含む）を常に携帯することが義務づけられる。（許される主な改
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造はプラグ、プラグコード、同一方式のエアークリーナー、ク

ラッチ：ディスク、カバー、スプリング、カラー、メインドラ

イブシャフトフロントカバー、クラッチレリーズシリンダーお

よびベアリングの材質を含み変更可。ただし、カーボン製

（100%）は不可 機械式クラッチを電磁クラッチに、電磁クラッ

チを機械式クラッチに変更は不可フライホイール：元のフライ

ホイールの修正加工および変更、交換可能 補機バッテリー（12V

バッテリー）：車室内に補機バッテリーが露出している場合は、

強固に固定された補機バッテリー（12Vバッテリー）ボックス

を設置しなければならない。シフトノブ｛シフトパターン表示

必要｝、ＬＳＤデフ、デフギア比｛同一型式車両の純正部品また

はメーカーオプションでボルトオンに限る｝、エンジン＆ギヤ

ボックスマウント、デフマウント、ブレーキパット、ブレーキ

シュー、（ブレーキパッド、シューのカーボン100%は使用不可）

ブレーキディスクやホイールに集積した泥をかき出す装置追加

可。ノックバック防止スプリング装着可 ショック｛車高調整式

可、ピロアッパー可、材料追加による取付部の補強可、別タン

ク不可｝、バネ｛ヘルパースプリング可｝、タワーバー（同一車

両型式の純正部品、メーカーオプション設定品への交換、取付

け、取外しが可能）車高は最低地上高９cm｛アンダーカバー等

装着車両の当該部位は５cm｝以上、車重はカタログ重量以上｛バ

ラストでの調整不可｝、タイヤ｛径１インチ幅10mmＵＰまで可｝、

ホイール｛そのタイヤでＪＡＴＭＡに当てはまるサイズに変更

可｝、ホイールナット、スポイラー追加、ハンドル、運転席のみ

規格以上のシートに変更可）

Ｎ車両： スピードＮ車両　道路運送車両の保安基準に適合し、かつメーカー

ラインオフ時の諸元が変更されていないもので、（当該自動車の自

動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているも

の。ただし、輸入自動車であって、当該自動車検査証の型式欄に

排出ガス識別記号（Ｅ、ＧＦ等）を含んだ型式が記載されている

場合および、本編第４章の規定に基づく改造についてはこの限り

ではない。また、当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピー

ド車両規定第４章の規定に基づく改造についてはこの限りでな

い。また、1996年以前のJAF国内競技車両規則に基づき、ロー

ルバーの装着やスプリングの変更に伴い改造自動車等の届出を

行ったことにより諸元が変更となった車両および1997年以降の

JAF国内競技車両規則に基づき、ロールバーの装着に伴う乗車定

員変更のための構造変更検査手続きを行った車両は除く。）当該

年度ＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード車両規定第4章ス

ピードＮ車両規定に従った道路運送車両法による自動車登録番号

標（車両番号標）を有し、運行の用に供することができる（自動

車検査証の有効期間内）車両。参加者は、車両の主要諸元を証明

するための当該自動車製造者発行のカタログ、パンフレット等（新

型車解説書、整備解説書等を含む）を常に携帯することが義務づ

けられる。なお、地方選手権に参加の車両はＦＩＡ公認車両、Ｊ

ＡＦ公認車両、またはＪＡＦ登録車両であること。

（許される主な改造はプラグ、プラグコード、同一方式のエアク

リーナー、カーボン以外のクラッチディスク・カバー｛ハイパー

シングル・ツインプレートも可｝、フライホイール、同一材質のエ

ンジンマウント、アクセルワイヤー、補機バッテリー（12Vバッ

テリー）：車室内に補機バッテリーが露出している場合は、強固に

固定された補機バッテリー（12Vバッテリー）ボックスを設置し

なければならない。車高は最低地上高９cm｛アンダーカバー等装

着車両の当該部位は５cm｝以上、重量はカタログ重量以上でダー

トは５０kg増以上｛バラストでの調整は不可｝、同一材質のブッ

シュ、シフトノブ｛シフトパターン表示必要｝、ＬＳＤデフ、デフ

ギア比、ブレーキパット、ライニング、ショック｛車高調整式可、

材料追加による取付部の補強可｝、バネ｛ヘルパースプリング可｝、

スタビライザー変更のみ可、タイヤ径１インチ幅１０mmＵＰま

で可、そのタイヤでＪＡＴＭＡに当てはまるサイズのホイールに

変更可、スポイラー追加、ハンドル変更可｛エアバッグ標準装着

車は注意｝、規格以上のバケットシートに変更可）

ＳＡ車両： スピードＳＡ車両　道路運送車両の保安基準に適合し、かつメー

カーラインオフ時の諸元が変更されていないもの（当該自動車の

自動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されている

もの。ただし、輸入自動車であって、当該自動車検査証の型式欄

に排出ガス識別記号（Ｅ、ＧＦ等）を含んだ型式が記載されてい

る場合および、本編第５章第１条の１．２）及び１．４）の規定に

基づく改造についてはこの限りではない。また、当該年度ＪＡＦ

国内競技車両規則第３編スピード車両規定第５章第１条の１. ２

及び１. ４の規定に基づく改造についてはこの限りでない。また、

1996年以前のJAF国内競技車両規則に基づき、ロールバーの装

着やスプリングの変更に伴い改造自動車等の届出を行ったことに

より諸元が変更となった車両および1997年以降のJAF国内競技
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車両規則に基づき、ロールバーの装着に伴う乗車定員変更のため

の構造変更検査手続きを行った車両は除く。）で、当該年度ＪＡ

Ｆ国内競技車両規則第３編スピード車両規定第５章スピードＳＡ

車両規定に従った道路運送車両法による自動車登録番号標（車両

番号標）を有し、運行の用に供することができる（自動車検査証

の有効期間内）車両。参加者は、車両の主要諸元を証明するため

の当該自動車製造者発行のカタログ、パンフレット等（新型車解

説書、整備解説書等を含む）を常に携帯することが義務づけられ

る。

（許される主な改造　車両重量カタログ重量から５０kg減以上必要

でダートはカタログ重量以上、エンジンマウント、フライホイール、

プラグ、プラグコード、補機バッテリー（12Vバッテリー）：車室

内に補機バッテリーが露出している場合は、強固に固定された補

機バッテリー（12Vバッテリー）ボックスを設置しなければなら

ない。エアクリーナー及びケース、マフラー、ラジエター、オイ

ルクーラー、インタークーラー、ブレーキパッド｛カーボン除く｝、

ブレーキキャリパー、ブレーキローター、クラッチ｛カーボン除

く｝、ミッションギア比、シフトノブ｛シフトパターン表示必要｝、

ＬＳＤデフ、デフギア比、ショック、バネ、ピロアーム、タイヤ

径１インチ幅１０mmＵＰまで可、そのタイヤでＪＡＴＭＡに当

てはまるサイズのホイールに変更可、スポイラー追加、ＦＲＰや

カーボンにボンネット及びトランクを変更可｛変更した場合それ

ぞれ２個のファスナーを取付が必要・ＥＫ９など窓のあるタイプ

はトランク変更不可｝、フロアマット及びアンダーコートの取り外

し、ハンドル変更可｛エアバッグ標準装着車は注意｝、規定以上の

バケットシートに変更可）

ＳＡＸ車両： スピードＳＡＸ車両　当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則第３

編第６章のスピードＳＡＸ車両適用規定に従った道路運送車

両法による自動車登録番号標（車両番号標）を有さない車両。

参加者は、車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造

者発行のカタログ、パンフレット等（新型車解説書、整備解

説書等を含む）を常に携帯することが義務づけられる。（仮ナ

ンバーを付けての車両運搬は認められない）

ＳＣ車両： スピードＳＣ車両　ＦＩＡ公認車両またはＪＡＦ公認車両あるい

はＪＡＦ登録車両で、当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則第３編ス

ピード車両規定第８章スピードＳＣ車両規定に従った自動車登録

番号標（車両番号標）を有しない車両（ナンバー無）

Ｄ車両： スピードＤ車両　スピードＳＣ車両の改造規定における改造範囲を

超えて改造または製作された車両で、当該年度ＪＡＦ国内競技車両

規則第３編スピード車両規定第９章スピードＤ車両規定に従った

自動車登録番号標（車両番号標）を有しない車両。（ナンバー無）

Ｂ車両： スピードＢ車両　道路運送車両の保安基準に適合した国土交通省

認定車両で、当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード車

両規定第７章スピードＢ車両規定に従った道路運送車両法による

自動車登録番号標（車両番号標）を有し、運行の用に供すること

ができる（自動車検査証の有効期間内）車両。但し、車体寸法に

関する車検証の記載変更（構造変更検査）が必要な変更は自動車

検査証、または自動車検査証記録事項の記載内容を変更しいつで

も内容が証明出来るようにすること。なお、構造等変更検査を実

施した場合も同様とする。

ＡＥ車両： スピードＡＥ車両　電気モーター、または電気モーターとエンジ

ンを併用して動力とする車両で、道路運送車両の保安基準（昭和

26年運輸省令第67号）に適合し、かつメーカーラインオフ時の

諸元が変更されていないもの（当該自動車の自動車検査証の型式

指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの。ただし、輸入

自動車であって、当該自動車検査証の型式欄に排出ガス識別記号

（Ｅ、ＧＦ等）を含んだ型式が記載されている場合および、本編

第10章の規定に基づく改造についてはこの限りではない。また、

当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード車両規定第10章

の規定に基づく改造についてはこの限りではない。また、1997

年以後のＪＡＦ国内競技車両規則に基づき、ロールバーの装着に

伴う乗車定員変更のための構造等変更検査手続きを行った車両は

除く。）で、当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード車

両規定第10章スピードＡＥ車両規定に従った道路運送車両法によ

る自動車登録番号標（車両番号標）を有し、運行の用に供するこ

とができる（自動車検査証の有効期間内）車両。参加者は、車両

の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタログ、

パンフレット等（新型車解説書、整備解説書等を含む）を常に携

帯することが義務付けられる。

＊ 過給装置付きエンジンはもとの排気量の１.７倍と見なし、ロータリーエン

ジンはもとの排気量の１.０倍のクラスとみなす。

＊ クラス成立は、各クラス出走３台以上。（クローズドクラスは除く）また、

地方選手権クラスも出走３台以上。

（当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則を参照して下さい。）
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【ジムカーナ部門】

チャンピオンシリーズのクラス区分

　※２ＰＤクラス： オートマチック限定免許でも運転できる２ペダルのＰ・

ＰＮ・ＡＥ・B車両。

　※ＢＲ１クラス：気筒容積1582cc以下のB車両。

　※ＢＲ２クラス：前輪駆動のB車両。

　※ＢＲ３クラス：後輪駆動のB車両。

　※ＢＲ４クラス：４輪駆動のB車両。

　※Ｌ（レディース）クラス：B・ＳＣ車両。女性運転者限定。

　※ＰＮ１クラス： 気筒容積1600cc以下の２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）の 

ＰＮ車両。

　※ＰＮ２クラス： 気筒容積1600ccを超える２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）の

ＰＮ車両。

　※ＰＮ３クラス： 気筒容積1600ccを超える2000cc以下の２輪駆動（Ｆ

Ｒ）のＰＮ車両のうち、ＦＩＡ／ＪＡＦ公認発行年ま

たはＪＡＦ登録年が2012年１月１日以降の車両。

　※ＰＮ４クラス： ＰＮ１、ＰＮ２、及びＰＮ３クラスに該当しないＰＮ

車両。

　※ＳＢＫクラス：気筒容積1582cc以下のB・ＳＣ車両。

　※ＢＣ１クラス：前輪駆動のB・ＳＣ車両

　※ＢＣ２クラス：後輪駆動のB・ＳＣ車両。

　※ＢＣ３クラス：４輪駆動のB・ＳＣ車両。

　 ＢＲ１～４各クラス、ＰＮ１～４各クラス、ＳＢＫクラスについては

2025年を目途に廃止・統合を検討する

併設クローズドクラス

　チャレンジクラス： Ｂ車両。ミドルシリーズ選手の腕試しの為に設定。

本来チャンピオンシリーズに出場する方のこのクラ

スへの参加は認められない。

チャンピオンシリーズ出走順は基本、下記の通りとし、主催者により変更

する場合は特別規則書により提示する

２ＰＤ→ＢＲ１→ＢＲ２→ＢＲ３→ＢＲ４→Ｌ→ＰＮ１→ＰＮ２→ＰＮ３ 

→ＰＮ４→ＳＢＫ→ＢＣ１→ＢＣ２→ＢＣ３→チャレンジ

ミドルシリーズのクラス区分

　２ＰＤクラス： ２ペダルのＢ車両。ＥＶ、ＨＶ、含む。

　ＢＲ１クラス： 気筒容積1582cc以下のＢ車両。

　ＢＲ２クラス：前輪駆動のＢ車両。

　ＢＲ３クラス：後輪駆動のＢ車両。

　ＢＲ４クラス：４輪駆動のＢ車両。

　ＰＮ２クラス： ２輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）のＰＮ車両。

　ＰＮ４クラス：ＰＮ２以外のＰＮ車両。

　　　　　　　　※2006年以降の新規ＪＡＦ登録車両に限る

但し、参加台数が10台以下の場合は、クラスを混走する場合がある。

なお、ポイントはそれぞれに与える。また、年間３戦以上不成立のクラス

は統廃合する場合がある。

ＰＮ２、ＰＮ４クラスについては2025年を目途に廃止・統合を検討する

併催クローズドクラス

　ΕＸＰクラス： 気筒容積・駆動方式を制限しないＢ・ＳＡＸ・ＳＣ車両（参

加台数に応じて賞金を与える）

　ＲＴクラス： 気筒容積を制限しないＢ車両。ライセンス不保持者限定。

　特設クラス：競技会特別規則書で設定される。

ミドルシリーズ出走順は基本、下記の通りとし、主催者により変更する場

合は特別規則書により提示する

ＥＸＰ→２ＰＤ→ＢＲ１→ＢＲ２→ＢＲ３→ＢＲ４→ＰＮ２→ＰＮ４ 

→ＲＴ→特設

ＪＡＦ地方選手権及びＪＭＲＣチャンピオンシリーズ、ミドルシリーズに

おける使用可能タイヤは、チャンピオンシリーズのＳＢＫ・ＢＣ１・ＢＣ２・

ＢＣ３クラス及びＬクラスを除いて、基本的に当該年度の全日本ジムカー

ナ／ダートトライアル選手権統一規則第２条２）規定に準ずる（第２条２

－１は適応しない）が、下記に記載のタイヤは使用を禁止する。

タイヤメーカー ブランド 使用が禁止されるタイヤ

住友ゴム工業（株） DIREZZA

MOTOR SPORT（ON ROAD・DIRT＆
RALLY・RACING・VINTAGE）タイヤおよび
SPORTタイヤ銘柄のうち、β02、β10）（DL
モータースポーツタイヤホームページ参照）

（株）ブリヂストン POTENZA
POTENZA RE－に続き、数字と特定の記号（S、
D）の組合せで製品名が構成されているタイヤ
（例：RE-11S・12D）

TOYO TIRE（株） PROXES
製品名にR888を含むタイヤ 
（例：R888・R888DRIFT）

横浜ゴム（株） ADVAN A048/A050/A08B

NANKANG 
RUBBER TIRE

Sportnex
CR-S　 ※ TW＝200表記ですがSタイヤ相当 

以上のグリップと判断
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上記以外のメーカー 
（海外含む）

ラリータイヤ、レース専用タイヤ、セミレーシング（通称S）
タイヤ、縦溝のみのタイヤ、86/BRZレース等対応のカタログ上
で1サイズのみのタイヤ（β05.06・09D等）は使用不可
ただし、タイヤサイドにUTQG（TREADWEAR）200以上の数
字の記載があり、競技当日の車検で確認出来れば使用可とする

上記に当てはまらない新製品に関しては判断基準に従い猶予期

間を持たずに使用を制限する場合がある

※補足：海外メーカー含め新作タイヤは続々と出てきますので全ての銘柄

を記載出来ないので上記判断となります。

ただし、シーズン途中であっても今後の状況により変更する場合がある

【ダートトライアル部門】

ＲＷＤ、ＡＥ・ＰＮ、Ｎ、Ｓ、Ｄ、Ｊの各クラスは、共通規則書第10条「参

加車両」の分類に基づき、下記の通り区分される。

チャンピオンシリーズ

　ＲＷＤクラス： 排気量区分なしの後輪駆動のＰＮ・Ｎ・ＳＡ・ＳＡＸ・

ＳＣ・Ｂ車両

　ＡＥ・ＰＮクラス： 排気量区分なしの全ての駆動方式のＡＥ車両及び２

輪駆動のＰＮ車両

　Ｎクラス：気筒容積1600cc以下の４輪駆動のＮ車両

　Ｓ１クラス：排気量区分なしの２輪駆動のＮ・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ車両

　Ｓ２クラス： 気筒容積1600ccを超える４輪駆動のＮ車両、及び排気量

区分なしの４輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ車両

　Ｄクラス：排気量区分なしの全ての駆動方式のＤ車両

ジュニアシリーズ

　ＪＰＮ＋クラス： すべてのＡＥ車両及び1586cc以下の２輪駆動のＰＮ・

N・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ・B車両、1200cc以下の４輪

駆動のN・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ・B車両

　Ｊ１クラス： 1586cc超の２輪駆動のＰＮ・N・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ・B

車両、1200ccを超え1600cc以下の４輪駆動のＮＡ・ＳＡ・

ＳＡＸ・ＳＣ・B車両

　Ｊ２クラス： 1600cc超の４輪駆動のN・ＳＡ・ＳＡＸ・ＳＣ・B車両

第11条　ドライバー及び車両変更

11－１　ドライバー変更は認められない。

11－２　車両変更

〈１〉参加申込正式受理後の車両変更は、参加車両に故障、破損等やむを得

ない事情がある場合のみとし、競技会審査委員会の承認を得ること。

〈２〉車両変更は同一クラスであること。

〈２〉－１【ジムカーナ部門】

　　　　　 Ｌクラスは他クラスの車両に変更も可（※クラス変更は認め

られない）

〈３〉車両変更申請は当該競技会の参加確認受付終了までとする。

第12条　車両検査

12－１　 競技会技術委員長は競技に先立ち車両検査を実施すること。車両

検査は特別規則書またはタイムスケジュールに従って指定の場所

で受けなければならない。車両検査を受けていない場合、及び結

果が不適当と判断された場合は出走できない。

12－２　 技術委員長は、車両の改造等が不適当と判断した箇所について修

正を求めることができる。修正を命じられた車両は、修正後再度

車両検査を受けなければならない。

12－３　 車両検査終了後の車両は、タイヤ交換および空気圧調整、プラグ

交換、補器ベルト交換（調整）、車高調整、ショックアブソーバー

の減衰力調整、空力装置の調整作業を除き、変更、交換作業を行

う場合は、事前に技術委員長への届出及び承認を必要とする。

12－４　 参加者は、技術委員の求めがあれば各自の参加車両が車両規定に

適合している旨を車両公認書または車両諸元表、カタログ等を提

示し証明しなければならない。特に、車両改造車検を取得した車

両による参加者は、その改造の必要書類等を事前に用意し、当日

その場で提示できるよう準備しなければならない。この場合の書

類は正本のみとする。

特にＡＥ車両・ＰＮ車両・Ｎ車両・ＳＡ車両・ＳＡＸ車両・ＳＣ

車両の参加者は、車両の主要諸元を証明する為の当該自動車製造

者発行のカタログ、パンフレット等（新型車解説書、整備解説書

等を含む）を常に携帯することが義務付けられる。

12－５　公式車両検査から正式結果発表までを車両保管とする。

　　　　 競技車両は、車両検査終了後から正式競技結果発表までの間は、

指定駐車待機場所（パドック）で保管されているものとする（コー

ス走行、走行の為の移動を除く）

　　　　 パドック待機中の競技車両はタイヤ交換および空気圧調整、プラ

グ交換、補器ベルト交換（調整）、車高調整、ショックアブソーバー

の減衰力調整、空力装置の調整作業を除き、調整、変更、交換作

業を行う場合は、事前に技術委員長の許可を得ること

12－６　技術委員長は必要に応じ随時競技車両の検査をすることができる。

12－７　 ゼッケン番号はオーガナイザーが決定する。ゼッケンはオーガナ

イザーが用意したものを使用し、指定された位置に正しく貼付 
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（全周をテーピング）しなければならない。

12－８　赤旗による再出走の間隔

　　　　 赤旗提示により再出走となった場合の再出走は５台後とする

　　　　 なお、その際は再々出走を避ける為、１台のみの出走とする

12－９　赤旗再出走の際に許可される作業

　　　　 ・ クーリング（散水による冷却は他の参加者への影響を与えない

範囲で許可する。※但しタイヤの冷却は不可）

　　　　 ・タイヤエアー圧調整

第13条　再車両検査

13－１　 公式車両検査後、参加車両が競技中のトラブル等により補修を行

う場合は技術委員に申告し再車両検査を受けなければならない。

13－２　 競技会技術委員長は競技終了後上位入賞車両に対し最終車両検査

を実施する。当該検査の対象になった参加者はその指示に従うこ

と。その際の分解、組付けに必要な工具、部品、費用はすべて参

加者の負担とする。

13－３　 再車両検査および技術委員長が行う随時の車両検査を拒否または

受けなかった場合は失格となる場合がある。

第４章　競技に関する基準規則
第14条　ドライバーズブリーフィング

14－１　 競技長は、競技会審査委員会の出席のもとドライバーズブリーフ 

ィングを開催する。

14－２　 ドライバーズブリーフィングは、あらかじめ指定された場所にお

いて行われ、競技開始の少なくとも１５分前までに終了しなけれ

ばならない。

14－３　 全ての競技運転者はドライバーズブリーフィングに必ず出席しな

ければならない。

14－４　 ドライバーズブリーフィングはタイムスケジュールに従って行う。

第15条　慣熟走行または慣熟歩行

慣熟走行または慣熟歩行はタイムスケジュールに従って行う。

第16条　スタート

16－１　スタートは原則としてゼッケン順に行うものとする。

16－２　 スタート方法は、原則としてスタート位置よりエンジンを始動し

た状態でスタートし、コントロールラインを通過する方法とする

（ランニングスタート）。エンジンが始動した状態、且つ車両が静

止した状態で、スタート合図が行われた時より計測を開始する方

法（スタンディングスタート）を採用する場合は、特別規則書に

スタート方法を記載すること。

16－３　 当初定められたクラスごとのスタート順を変更する場合は、その

内容を公式通知で示す。

16－４　重複参加は、ゼッケン番号の若い方よりスタートする。

16－５　 重複参加を含み、主催者が指定した走行順に間に合わないときは

出走できない場合がある。

16－６　重複参加の間隔

同一クラス内の重複参加は９台以上あけることを推奨する。これ

により出走が異なるクラス内となる場合、もしくは10台分以上の

待機時間を設定する場合がある

また、重複参加者は赤旗による再出走を避けるため１台のみの出

走とする

16－７　重複参加の後走に許可される作業

重複参加の後走者がウエイティングエリア内で許可される作業は

以下の通り

・ クーリング（散水による冷却は他の参加者への影響を与えない

範囲で許可する。※但しタイヤの冷却は不可）

・タイヤエアー圧調整

・ シートポジション、シートベルト、減衰力調整等、工具を使用

しない微調整

・タイヤ交換（前走者がタイヤバーストした場合のみ）

第17条　リタイヤ

競技会の途中で競技を棄権する場合、又以降当該競技に出場しない場合、明

確に意思表示を行いその旨を書面にて競技役員に申し出なければならない。

第18条　一般安全規定

18－１－１【ジムカーナ部門】

オープンカーは乗員保護のため４点式以上のスチール製の

ロールバーを装着しなければならない。

18－１－２【ダートトライアル部門】

１）競技車両は、ＦＩＡまたはＪＡＦの規則に適合した６点式以

上のスチール製ロールバーの装着を義務付ける。

２）ＳＣ・Ｄ車両については、斜行部材（斜行バー）及びドアバー

は必ず取り付けること。

18－２　 競技中は運転者側の窓及びサンルーフを全閉しなければならない。

18－３　 すべての車両は区分に応じたＪＡＦ国内競技車両規則の安全ベル

トに関する指導要項に適合した４点式以上のシートベルトを装着

しなければならない。（ジムカーナ部門は３点式以上）
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18－４　 パドック内でのウォームアップランやブレーキテストを禁止する。

18－５－１【ジムカーナ部門】

１）エンジン始動中にジャッキアップを行う場合は、リジッド

ジャッキ（通称ウマ）を用いドライバーまたはメカニックが

乗車すること。それ以外のエンジン始動中のジャッキアップ

は禁止する。

２）電動スクレーパー等、工具を用いたタイヤ屑の除去は認めら

れる。ただし、作業は車体からタイヤを外した状態で行うこ

ととし、動力を用いてタイヤを回転させながらの作業および

ヒートガンの使用は禁止される。

18－５－２【ダートトライアル部門】

エンジン始動中のジャッキアップはリジッドジャッキ（通称

ウマ）を用い、ドライバー又はメカニックが乗車すること。

18－６　パドックでの給油は消火器を準備した上で行うこと。

18－７　 ゴール後は指定されたエリア内または停止ラインで一旦停止しな

ければならない。

第19条　競技運転者の装着

19－１－１ 地方選手権の場合、競技中はレーシングスーツ、レーシングシ 

ューズ、レーシンググローブの着用を義務付ける。

19－１－２ 地方選手権以外の場合、競技中はレーシングスーツ、レーシン

グシューズ、及びレーシンググローブの着用が望ましい。そう

でない場合は、競技運転操作に適した長袖、長ズボン、運動 

靴、穴無しの指先までかくれる手袋を着用すること

19－２　 ヘルメットはＪＡＦの「スピード行事競技用ヘルメットに関する

指導要綱」に合致するヘルメットを使用すること。この指導要綱

には各規格と製造後「１０年」を経過したものを使用してはなら

ないと明記されている。

第20条　信号表示

ドライバーへの指示は以下に示す国内競技規則スピード競技における旗信

号に関する指導要項及びまたは国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に

規定された信号によって伝達される。

日章旗またはクラブ旗：スタート合図

黄　旗：パイロン移動、パイロン転倒、脱輪

黒　旗：ミスコース、コースアウト

赤　旗：危険有り直ちに停止せよ

緑　旗：コースがクリアされた

チェッカー旗：ゴール合図

第21条　競技の中断

21－１　 事故、故障車等によってコースが閉鎖された場合、または天候そ

の他の理由で競技を継続することが不可能となるような事態で競

技を中断する必要が生じた場合、競技長は赤旗表示を決定し、同

時にオブザベーションポストにおいて赤旗が表示される。

21－２　 競技中断の場合と同時に走行中の車両はただちに競技走行を中止

し、オフィシャルの指示に従わなくてはならない。

第22条　計　時

22－１　 計測の開始・終了

１）ランニングスタートの場合、計測は競技車両が最初のコントロー

ルラインを横切った時より開始し、最終のコントロールラインを

横切った時に終了する。

２）スタンディングスタートの場合、計測はスタート合図が行われた時

より開始し、最終のコントロールラインを横切った時に終了する。

22－２　計時

１）計測は、自動計測装置を使用し１/1000秒まで計測し、その計測 

結果を成績とする。

２）スタートとフィニッシュの計測地点を分離した場合は、光電管の

路面からの高さを同一に設定すること。

３）ストップウォッチを使用する場合は２個以上で少なくとも１/100

秒まで計測し、その平均タイムを成績とする。

22－３　計測装置を点検し、必ずバックアップ体制をとること。

第23条　順位決定

原則として競技は２ヒートで行う。２ヒートのうち良好なヒートのタイム

を採用し最終の順位（競技結果）とする、もしくは、２ヒートの合計タイ

ム（ダートトライアル部門のみ）を採用し最終の順位（競技結果）とする

こととし、特別規則書に記載すること。但し、同タイムの者が複数の場合

には、以下により順位を決定する。

１）セカンドタイムの良好な者。

２）排気量の小さい順。

３）競技会審査委員会の決定による。

第24条　ペナルティー

24－１　 コース上の指定パイロンに対し、移動または転倒と判断された場

合、１回について５秒を走行タイムに加算する。

24－２　 コースから脱輪した場合１輪につき１回５秒を走行タイムに加算する。

24－３　 ４輪が同時にコースから脱輪した場合（コースアウト）は、当該

ヒートを無効とする。
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24－４　 ミスコースをした場合およびミスコースと判断された場合は当該

ヒートを無効とする。

24－５　反則スタートは、１０秒を走行タイムに加算する。

24－６　スタート指示に従わない場合、当該ヒートの出走資格を失う。

24－７　 スタート合図後、速やかにスタートラインを通過しない場合には、

当該ヒートの出走資格を失う場合がある。

24－８　 走行中に他の援助（オフィシャルを含む）を得た場合、当該ヒー

トを無効とする。

24－９　 走行車両の接触などを原因として、コントロールラインに設置さ

れた自動計測装置による計測が不能となった場合は、当該車両の

当該ヒートを無効とする。

第25条　失格規定

本競技会において次の行為を行った場合、当該競技会審査委員会の決定に

より参加者及び競技運転者を失格とする。

25－１　競技役員の重要な指示に従わなかった場合。

25－２　不正行為を行った場合。

25－３　コースアウト等で他人及び施設等に重大な損害を与えた場合。

25－４　車両保管中、申告なしに競技車両を持ち出したり修理を行った場合。

第26条　競技コースの発表

オーガナイザーは、競技のスタートに先立ち競技コース図を明示すること。

第５章　抗　　議
第27条　抗　議

参加者は、自分が不当に処理されていると判断した場合、これに対し抗議

する権利を有する。但し、本共通規則書に規定された「オーガナイザーの

行う参加拒否」および国内競技規則12－６）に従って、審判員の判定に対

する抗議はできない。

27－１　 抗議を行う時は必ず文書により理由を明記し国内競技規則細則に

規定する抗議料をそえて競技長をへて審査委員会に提出すること。

27－２　 抗議料は抗議が正当と裁定された場合、及び審査委員会が返還を

決定した場合のみ返還される。（国内競技規則12－２参照）

27－３　 抗議により車両の分解検査に要した費用は、その抗議が正当と裁

定されなかった場合は抗議提出者、正当と裁定された場合は抗議

対象者が負担する。その際に要した分解整備等の費用は技術委員

長が算定する。

27－４　コース委員の判定、及び計時結果に関する抗議はできない。

27－５　競技会審査委員会の裁定は、抗議者に宣告される。

第28条　抗議の制限時間

28－１　 技術委員長の決定に関する抗議は、決定直後に提出しなければならない。

28－２　 競技の順位に関する抗議は、そのクラスの暫定結果発表後３０分

以内に提出しなければならない。

第６章　競技会の延期、中止、または短縮
第29条　競技会の延期、中止、または短縮

29－１　 競技会審査委員会は、保安上または不可抗力の理由で競技会の延

期、中止、走行距離の短縮、競技回数の変更を行うことができる。

29－２　 競技会審査委員会は、悪天候またはコースコンディションの悪化

等によって、１回走行のみで打ち切る場合がある。

29－３　 競技会中止の場合には参加料は返還される。延期の場合参加料は

当該競技会が延期された開催日までオーガナイザーが保管する。

但し、参加者が延期された競技会に参加しない場合は参加料は返

環される。なお、天災地変の場合はこの限りではない。

第７章　損害等の補償
第30条　損害の補償

30－１　 参加者及び競技運転者は、参加車両及び付属品の損傷、盗難、紛

失等の損害及び会場の施設、器物を破損させた場合の補償等、理

由の如何にかかわらず各自が責任を負わなければならない。

30－２　 参加者、競技運転者、サービス員、ゲストはＪＡＦ及び大会役員、

競技役員が一切の損害補償の責任を免除されていることを了承し

なければならない。すなわち、大会役員、競技役員がその役務に

最善を尽くすことは無論であるが、その役務遂行に起因するもの

であっても、参加者、競技運転者、サービス員、ゲスト、観客、

大会役員の死亡、負傷、車両の損害に対して一切の損害賠償責任

を負わないものとする。

30－３　 ミスコース等、当該競技運転者の重大な過失に起因する事故の場

合は、他の車両に対しても弁済責任が発生することを了承しなけ

ればならない。

第８章　賞　　　典
第31条　賞典

31－１　 オーガナイザーで決定、参加台数により賞典を制限されることもある。

【ジムカーナ部門】各クラスの賞典を参加台数により以下の通りとす

る。３台以下＝１位のみ　４～６台＝２位まで　７～９台＝３位
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まで１０～１１台＝４位まで　１２～１３台＝５位まで 

１４台以上＝６位まで

31－２　 表彰対象者が表彰式に欠席した場合には、表彰を放棄したものと

して、オーガナイザーの用意した副賞は授与されない。

第９章　参加者及び競技運転者の遵守事項
第32条　遵守事項

以下の事項について参加者及び競技運転者は、これを遵守しなければなら

ない。これに違反した場合は、罰則を課す場合がある。

32－１　 すべての参加者は、明朗かつ公正に行動し、放言を慎みスポーツ

マンシップに則ったマナーを保たなければならない。

32－２　 競技中または競技に関する業務に就いている時は、薬品等によっ

て精神状態を繕ったり、飲酒してはならない。

32－３　 オーガナイザーや大会後援者、競技役員、競技会審査委員会、他

の選手の名誉を傷つけるような言動、インターネットへの書き込

み等をしてはならない。

32－４　 ＪＡＦ地方選手権の場合、入賞した競技運転者は、レーシングス

ツ着用で表彰式に出席すること。

32－５　 競技会開催中に選手間でトラブル等が発生した場合は、選手同士

で紳士的な解決を図るよう努める。状況をオーガナイザーに報告

すること。トラブルをみだりに関係者以外に喧伝してはならない。

第10章　本規則の解釈および施行
第33条　統括権

規則違反、または競技役員の指示に対する不遵守は、国内競技規則に記載

されている条項に従って罰則が適用される。

第34条　本規則の解釈

本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審

査委員会の決定を最終とする。

第35条　罰　則

本規則に関する罰則および本規則に定められていない罰則の選択について

は、競技会審査委員会が決定する。

第36条　本規則の施行ならびに記載されていない事項

36－１　 本規則は、本競技会に適用されるもので参加受付と同時に有効となる。

36－２　 本規則に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則

とその細則、およびＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則とその

付則に準拠する。

36－３　 本規則書発行後、ＪＡＦにおいて決定された事項は、すべての規則に

優先する。

 以　上

２０２４年 
ＪＭＲＣ近畿ジムカーナミドルシリーズ併設 

エキスパートクラス実施要項

１．ＪＭＲＣ近畿ジムカーナミドルシリーズ競技会に、クローズド格式にてエ

キスパートクラス（以下ΕＸＰ）を併催する。

２．ＥＸＰクラスは車両の性能差均一化を図る為ハンデ制とする。ミドル

シリーズの参加制限（卒業規定等）にかかわりなく参加でき、参加車

両は陸運局の車検に合格する車両またはＳＡＸ、ＳＣ車両であればＯ

Ｋ。

ＥＸＰクラス性能調整ハンデ一覧

元のクラス BR1 BR2 BR3 BR4 2PD PN1 PN2 PN3 PN4 L SBK BC1 BC2 BC3

加算タイム（秒） 0 3 3 4 0 2 2 2 4 1 2 4 4 6

３．ΕＸＰクラスは参加台数に応じ、賞金を授与する。

４．同年内で同一人物が重複して賞金を得ることを抑止するため、得た賞金の

金額に応じて次戦よりハンデをつける。ハンデは獲得賞金1,000円につき

０. ２秒を以降の競技会で加算する。全日本シリーズチャンピオンは更に＋

３. ０秒加算する。

５．ハンデ保持者の詳細は各競技会ごとに主催者インフォで発表する。

６．表彰対象は他のクラスの表彰対象順位にかかわらず、参加台数が２台以上

であれば３．のとおり表彰する。

７．エキスパートクラスのＢＲ、ＰＮ各クラスの使用禁止タイヤはチャンピオ

ンシリーズの使用禁止タイヤを準用する。

８．この要項に定めのない競技に関する規則はＪＭＲＣ近畿ジムカーナ共通規

則、競技会特別規則に従う。
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２０２４年 
ＪＭＲＣ近畿ジムカーナ／ダートトライアルシリーズ規定

第１章　シリーズの分類
第１条　ＪＭＲＣ近畿シリーズとして行われる競技会

【ジムカーナ部門】

ＪＭＲＣオールスター選抜戦／ＪＭＲＣ近畿チャンピオンシリーズ

（地方選手権と併設）

ＪＭＲＣ近畿ミドルシリーズ

【ダートトライアル部門】

ＪＭＲＣ近畿チャンピオンシリーズ

（地方選手権と併設）

ＪＭＲＣ近畿ジュニアシリーズ

第２章　シリーズポイント
第２条　ＪＭＲＣ近畿シリーズポイント

ＪＭＲＣ近畿シリーズポイントは、当該年度のＪＭＲＣ近畿正会員クラ 

ブ・団体・賛助会員に所属する個人会員のみに与える。

下記①又は②の該当者に限り、初戦のポイントより積算される。

但し、いかなる場合でも、個人会員に入会前のポイントは加算されない。

① 所属クラブが３月３１日までにＪＭＲＣ近畿事務局に正会員クラブ・団

体・賛助会員登録を完了している事。

② 万一、所属クラブが３月３１日までに正会員クラブ・団体・賛助会員登

録を完了していない場合は、救済処置として、選手に問題無き場合のみ、

４月３０日を期限とし、所属クラブ変更を認める。

手続きとして、ＪＭＲＣ近畿事務局にて、４月３０日までに個人会員番号

を新クラブの番号に変更し、各部会宛にメール又はＦＡＸにて届け出る事。

この際、氏名、連絡先、参加シリーズ・クラス、旧クラブ略称、新クラブ

略称・正式名称、新会員番号を明記する事。

２－１　シリーズおよび競技会の成立

　　　　 各競技会は各クラス３台以上の出走を以って成立する

　　　　 また、各シリーズは成立した競技会の３回以上の開催により成立

する

２－２　シリーズポイント保持者の認定

　　　　 シリーズポイントの対象は、競技会として成立した当該クラスの

競技会の70％（小数点以下四捨五入）とし、高得点順に合計する。

　　　　 ただし、開催された当該選手権クラスの合計数が５競技会に満た

ない場合は。開催されたすべての競技会が得点の対象となる

　　　　 複数の競技者が同一得点を得た場合は、下記に従い順位を決定する。

１） 有効得点（選手権として成立した当該クラスの競技会数の70％（小

数点以下四捨五入））の範囲内で高得点を得た回数の多い順に順位

を決定する。

２） 上記１）の回数も同一の場合、当該競技者が獲得したすべての得

点のうち、高得点を得た回数の多い順に順位を認定する。

３） 上記２）の方法によっても結果が出ない場合には、高得点を得た

時期が遅い順に順位を認定する。

重大な事項により失格になった場合や、ＪＭＲＣ近畿ジムカーナシリーズ

の秩序を害する行為があった場合は、シリーズポイントを抹消する場合が

ある。尚、最終決定は、ＪＭＲＣ近畿ジムカーナ／ダートトライアル部会

の審議を経て決定する。ただし上位者にポイント獲得資格がない場合で

あっても下位の者の順位は繰り上げない。

第３章　各シリーズの参加資格・シリーズ表彰
第３条【ジムカーナ部門】

３－１　ＪＭＲＣオールスター選抜戦／チャンピオンシリーズ

１）参加資格 

当該年日本ジムカーナ選手権規定通りとする。

２）シリーズ表彰

　　ＰＮ１・２・３・４ 各クラス １～６位

　　ＢＲ１・２・３・４ 各クラス １～６位

　　ＳＢＫクラス  １～６位

　　ＢＣ１・２・３ 各クラス １～６位

　　２ＰＤクラス  １～６位

　　Ｌクラス  １～６位

年間のクラス参加平均台数によって制限する。但し平均台数の 

１／２を超えないこととする。

３－２　ＪＭＲＣ近畿ミドルシリ－ズ

１）参加資格

下記に当てはまる者は本年度のミドルシリーズ対象クラスに参加

できない。

＜１＞ 前年度の【チャンピオンシリーズ】の表彰対象台数の80％に該

当順位の者（詳細参加不可順位は部会ホームページに掲載）

＜２＞ 前年度ミドルシリーズでのチャンピオンの参加を認める。但し、
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該当者には当該年に獲得したミドルシリーズ各戦毎のポイント

に０．５を乗じる事とする。

＜３＞ 過去１０年間のチャンピオンシリーズ・各クラスチャンピオン

（例：2024年＝2014 ～ 2023年）はミドルシリーズ対象クラ

スには参加できない。

２） シリーズ表彰

　　ＢＲ１・２・３・４ 各クラス １～６位

　　２ＰＤクラス  １～６位

　　ＰＮ２・４ 各クラス １～６位

年間のクラス参加平均台数によって制限する。但し平均台数の 

１／２を超えないこととする。

第４条 【ダートトライアル部門】

４－１　 ＪＭＲＣ近畿チャンピオンシリーズ参加資格

２０２４年日本ダートトライアル選手権規定に従う。

４－２　ＪＭＲＣ近畿ジュニアシリーズ参加資格

１）ビギナー及び継続的に参加する選手を優先する。

２） 前年度チャンピオンシリーズ各クラス３位以内の選手の参加を認

めない。ただしオープン参加はこの限りではない。

３）ジュニアシリーズ各クラス前年度チャンピオンは、本年度１年間

は同一クラスへの参加は出来ない。ただし、クラス変更した場合

に限り参加を認める。

４－３　学生割引対象者の資格

参加時に学生であることを証明できる書類（コピー可）を提出で

きる者で、尚且つ２５歳以下の者とする。

４－４　シリーズ表彰

チャンピオンシリーズ：各クラス６位まで。年間のクラス平均参

加台数によって変更する。但し平均台数の１／２を超えないこと

とする。

ジュニアシリーズ：各クラス６位まで。年間のクラス平均参加台

数によって変更する。但し平均台数の１／２を超えないこととに

する。

２０２４年 
ＪＭＲＣ近畿アベレージラリー共通規則書

第１章　総　　則
　本共通規則は２０２４年に開催されるＪＡＦ近畿地域クラブ協議会（以下ＪＭＲＣ近

畿と称する）アベレージラリーシリーズ競技会に適用される。本共通規則書に記載され

ていない競技運営に関する実施細目および指示項目は、各競技会特別規則書および公式

通知によって示される。尚、各競技会特別規則書に記載された内容は、それの指示する

範囲において本共通規則より優先する。また、各競技会の競技参加者およびクルーは当

該年度ＪＡＦ国内競技規則およびその細則、当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則、ＪＡＦ

の公示、本共通規則および各競技会特別規則を熟知・承認して参加するものとする。

第２章　特別規則書に記載する内容
公　　　示

　ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則およびその付則に準拠した一般社団法人日

本自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則およびその細則、ＪＭＲＣ近畿共通規則お

よび本大会特別規則に従って開催される。

第１条　競技会の名称

２０２４年ＪＭＲＣ近畿アベレージラリーシリーズ第○戦

○○○ラリー

第２条　競技種目

ラリー（四輪自動車によるリライアビリティーラン）

第３条　競技会の格式

ＪＡＦ公認：（準国内／地方／クローズド）格式競技

公認番号：２０２４－３３○○号

第４条　開催日程

２０２４年　　月　　日（　）～　　日（　）の○日間

第５条　開催場所および競技距離

○○をスタートする約○○km

第６条　競技内容

第１種アベレージラリー

コースの総距離　約○○km

路面の種類

第７条　オーガナイザー

ＪＡＦ登録加盟クラブ「名称、所在地、代表者氏名」

第８条　組織
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【大会役員】　　　　［必要に応じて記載］

【組織委員会】

組織委員長：

組織委員　：　　　　　　　　　　組織委員　：

【競技会主要役員】

１．競技会審査委員会

審査委員長　：　　　　　　　　　（ＪＭＲＣ近畿派遣）

審査委員　　：　　　　　　　　　（組織委員会任命）

２．競技役員

競技長　　　：　　　　　　　　　副競技長　　　：

コース委員長：　　　　　　　　　計時委員長　　：

技術委員長　：　　　　　　　　　サービス管理者：

救急委員長　：　　　　　　　　　事務局長　　　：

第９条　参加申込および問い合わせ先（大会事務局）

１．参加申込期間：　　月　　日（　）～　　月　　日（　）

２．参加申込は、ＪＡＦ公認ラリー参加申込書（ＪＭＲＣ近畿統一様式）に必

要事項を正確に記入し申込期間内に行うこと。

３．提出書類：

４．参加料：

５．その他（サービス他、有料の場合には全て記載）

６．支払い方法

７．大会事務局：

住　所：

担　当：

電　話：

E-mail：

第10条　保険

競技参加者は、ラリー競技に有効な対人賠償保険（又は各種共済等）及び

搭乗者保険（又は各種共済等）に加入すること。

○ 未加入者は、主催者の特別規則書等に記載された手続きを行うこと。

○ 当該競技会に有効な任意保険に加入済みの競技参加者は、保険証書また

は保険の加入を証明できる書類の写しを必ず同封すること。

第11条　競技のタイムスケジュール

受付：　　　車両検査：　　第１回審査委員会：　　ブリーフィング：

スタート（１号車）：　　　　　 　ゴール（１号車予定）：

再車両検査（予定）：　　　　　　　　　　表彰式（予定）：

第12条　賞典

第３章　競技参加に関する基準規則
第13条　参加資格

１．競技参加者は当該年度ＪＡＦ競技参加者許可証を所持していなければなら

ない。但し、クルーが競技参加者を兼ねる場合、この限りではない。

２．クルーは当該年度ＪＡＦ国内競技運転者許可証Ｂ以上を所持していること。

但し、クローズド部門については、この限りではない。

３．クルーは参加車両を運転するのに有効な運転免許を所持していなければな

らない。ただし、オートマチック限定（ＡＴ車限定）免許所持者について

は運転しないことを条件にマニュアル車のナビゲーターとして参加が認め

られる。

４．クルーが１８歳未満の場合は、親権者の承諾を必要とする。

５．クローズド部門については、特別規則書に明記することにより当該自動車

検査証の乗車定員内に記載された定員以内であれば乗車可能とする。但し、

完走が認められる者は、ドライバー及びナビゲーターの２名とする。

第14条　参加車両

当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則ラリー車両規定（ＲＲＮ・ＲＪ・ＲＦ・

ＲＰＮ・ＡＥ）に従った車両で、下記の条件を満たすこと。

１．純正又は車検対応マフラーを装着していること。

２．非常用停止表示板（三角）１枚、非常用信号灯（発煙筒）を携行していること。

第15条　参加台数

参加台数は、原則として全クラスを通じ最大６０台とする。申込台数が

６０台を超えた場合は、競技会組織委員会の選考により決定する。

第16条　クラス区分

排気量区分なし

第17条　参加申込方法および参加受理

１．参加車両名は必ず車両名（型式ではなく通称名）を入れること。

２．競技会事務局に於いて、競技参加者の正式受理を決定し参加受理書で通知

する。（ｅメール等のオーガナイザーが定めた電子的通信手段によって行う

ことができる。）

３．オーガナイザーは、理由を示すことなく参加拒否をする権限がある。

４．参加不受理の場合は、事務諸経費２０００円を差し引いて参加料を返還す

る。また、正式参加受理後、参加料および提出書類は一切返還されない。

５．正式参加受理後のクルーの変更は認められない。但し、ナビゲーターにつ

いては、競技会審査委員会が認めた場合は変更できる。

６．参加車両の変更は、同一クラス内に限り競技会３日前までに競技会審査委

員会が認めた場合は変更できる。
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第４章　競技に関する基準規則
第18条　競技会受付（参加確認）

競技会受付では、競技参加者許可証、参加受理書（発行した場合）、ドライバー

およびナビゲーターの運転免許証・競技運転者許可証・健康管理カード・

ＪＭＲＣ近畿個人会員証、ラリー競技に有効な自動車保険証書等必要書類

を提示すること（加入が明確に確認できること）

第19条　書類検査および車両検査

１．書類検査

参加者は書類検査時に、参加車両の自動車検査証・自動車損害賠償責任保

険証を提示すること。

２．車両検査

技術委員により参加車両の検査、マーキング・封印を行う。

車両検査の合否の最終的な判定は競技会審査委員会が決定する。

１）車両検査はタイムスケジュールに従って指定の場所で受けなければならな

い。車両検査を受けていない場合（競技会審査委員会が不可抗力と認めた

場合を除く）および車両検査不合格の場合（競技会審査委員会は規則に合

致させるための限られた修復時間を与える場合がある）はそれ以降の出走

はできない。

２）出走前車両検査は第14条、第30条および保安部品、安全装備を重点的に

行う。追加走行用前照灯、前部霧灯を使用する場合は出走前車両検査時に

確認を受け、その状態を維持すること。

３）ラリー終了後、指示された車両に対し最終車両検査を行う。また、競技会

審査委員会または競技会技術委員長が必要と判断した場合、もしくは抗議

の内容により必要とされる場合、分解を伴う検査を行う。最終車両検査の

対象になった競技参加者はその指示に従うこと。その際の分解、組付けに

必要な工具・部品・費用は全て競技参加者の負担とする。

４）オーガナイザーが指定・配布した競技番号（ゼッケン）及びＪＡＦ公認競

技会之証、広告は指定された位置に貼付けされなければならない。なお、

競技中外部から視認できるように維持されていること。

第20条　チェックポイント（ＣＰ）

１．ＣＰはＣＰ看板と白線にて明示し、看板は原則として進行方向の左側に設

置され、その確認はクルーの義務とする。

２．ＣＰには逆進入および並進入してはならない。並進入の場合、進行方向右

側の車両は計時されない（ＣＰ不通過）。

３．ＣＰではオフィシャルの指示に従い、チェックライン通過後、計時車付近

で停止し、チェックカードの交付を受けること。また、計時車両付近で後

退してはならない。

４．チェックカードの記入内容を確認の上、速やかに車両を前方に移動すること。

５．チェックカードの記入内容に関する訂正および再発行の請求は、計時を受

けたＣＰ責任者（ＣＰチーフ）に対して行うものとする。また、その際に

は後続車両の進行の妨げにならない位置に停車後、下車して行い、ＣＰ役

務を妨げてはならず、請求に要した時間は考慮されない。

６．ＣＰは先頭スタート車の到着予定時刻２０分前までに開設し、最終スター

ト車の到着予定時刻の２０分後に閉設される。

７．ＣＰチーフは、ＣＰ付近での違反行為・ルールや指示の無視・著しい車体、

保安部品および排気系統の破損・故意の時間調整を確認した場合、リタイ

ヤ勧告またはペナルティーを課す権限を有する。

第21条　パスコントロールポイント（ＰＣ）

ルート上にＰＣ（指示速度変更地点）を設定し、指示速度を変更すること

がある。この場合の正解時間の計算は秒未満を切り捨てる。また、ＰＣの

確認はクルーの義務とし、ＰＣが目標物の場合は原則として進行方向の左

側に設置されているものとする。

第22条　計時

１．オフィシャルの用意する時計（公共の電波等を用いて校正されたものに限

る）によって計時される。

２．計時は、車両の前輪の中心がチェックラインを通過した時刻を計測する。

３．ＣＰにおける計時は、秒未満を切り捨てる。

４．ＣＰのスタート時刻は、チェックカードに記入された時刻とする。

第23条　減点

原則として、各ＣＰ間において、正解所要時間と各クルーの所要時間の差、

早遅１秒につき１点の減点とし、各ＣＰ間の減点を加算して合計減点とする。

第24条　ペナルティ

下記の行為をオフィシャルが確認した場合、その判断により次のとおりペ

ナルティが課される。

１．受付またはコントロールシート提出に遅れた場合、１分につき１０点。

２．コントロールシートの計算誤りをした場合、１ヶ所につき１０点。

３．サービスパークにおいて、サービス管理者の指示に従わなかった場合、１

回につき６０点。またサービス員がこの行為を行った場合、当該サービス

員のサービス対象であるクルー全てがペナルティ対象となる場合がある。

４．第28条罰則において課されるペナルティ。

第25条　順位決定

合計減点とペナルティーの和をもって総減点とし、総減点の少ないものを

上位とする。総減点が同じ場合は下記の順により順位を決定する。

１．減点０区間が多いもの。
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２．ペナルティの少ない者。

３．各区間の二乗減点の合計が少ない者。

４．競技会審査委員会の決定による。

第26条　リタイヤ・競技の離脱

１．競技会受付終了後、出走しない場合、また出走後、途中で棄権する場合は

直ちに最寄りのオフィシャルにその旨を記した書面（リタイヤ届）をもっ

て申告すること。提出が不可能の場合は電話等の手段で競技会事務局（大

会本部）に連絡すること。

２．リタイヤまたは失格となり競技を離脱する場合は、直ちにゼッケン・ラリー

競技会之証および競技関係貼付物を取り除くこと。

第27条　競技の中断、又は打ち切り

１．競技会審査委員会は保安上もしくは不可抗力などにより競技の運営に支障

がある場合、競技会の延期、中止、短縮および内容の変更を決定すること

ができる。

２．延期されたために競技会への参加が不可能となった場合、オーガナイザー

の指示する期間内に返還請求を行うことにより参加料は返還される。

３．中止になった場合、参加料は返還される。

４．競技の進行がすべてのクルーに対して、不可能になった場合または他に及

ぼす影響等で競技の続行ができなくなった場合、競技会審査委員会の承認

のもと競技長の判断により、打ち切りおよび特定区間の中断を行う。

５．競技が打ち切りになった場合の成績は、競技打ち切り時点までにおけるも

のとし競技は成立する。また、打ち切りおよび特定区間の中断により、ク

ラスごとに採点される区間が異なる場合がある。

第28条　罰則

１．競技参加者、クルー、サービス員などが、ＦＩＡ国際モータースポーツ競

技規則およびその付則、ＪＡＦ国内競技規則およびその細則、本共通規則

書、競技会特別規則等に違反したときは、競技会審査委員会の裁定により

ラリー競技開催規定細則（第１種アベレージラリー開催規定）第７条罰則

により失格を上限とした罰則が適用される。

１）交通事故を起こしたとき。

２）道路交通法に違反をしたとき。

３）リタイヤの申告をせずに競技から離脱したとき。

４）走行マナーおよび態度や品行に問題があるとき。

５）チェックカード、もしくはコントロールシートを改ざんしたとき。

６）車両規則違反が発見されたとき。

７）参加車両またはその構成部品に施されたマーキングや封印等に手が加え

られたり、それらが失われたりしたとき。

８）競技中にクルーまたは参加車両を変更したとき。

９）参加者、クルーまたは関係者間で不正行為があったとき。

10）その他競技役員の重要な指示に従わなかったとき。

11）参加者またはクルーがドライバーズブリーフィングに遅刻または欠席し

たとき。

12）各諸規則および本規定ならびに競技会特別規則等に関する重大な違反が

あったとき。

２．ＪＭＲＣ近畿アベレージラリーシリーズとしての罰則（失格）

１）各クルーのＣＰ通過正解時刻に対し、15分以上の早遅着があったとき。

２）ＣＰ逆侵入、ＣＰ不通過によりチェックカードが発給されなかったとき。

３）再車両検査を拒否したとき。

第５章　サービスに関する基準規則
第29条　サービス（整備作業）

１．サービス登録は所定の登録用紙にて申込むこと。

２．サービスを行う場所は競技会受付にて指示する。

３．サービスの範囲

（１）タイヤの交換

（２）ランプ類のバルブの交換

（３）点火プラグの交換

（４）Ｖベルトの交換

（５）各部点検増締

（６）上記（１）～（５）以外にオーガナイザーが定める範囲

４．サービス実施後は必ず担当オフィシャルの確認を受けること。

５．本条３の範囲以外に何らかのサービスを行う必要がある場合は、技術委員

長の許可を得ること。

第６章　その他の安全規定
第30条　クルーの装備

安全ベルトは必ず装着し、オーガナイザーの指示がある場合は必ずヘル

メットを着用すること。

第31条　一般安全規定

１．オーガナイザーの指示のある区間はサイドウィンドウを閉じて走行すること。

２．事故や何らかのトラブルにより停止した場合、非常用停止表示板・非常用

信号灯を用いて後続車両に適切な合図を行わなければならない。

３．他車に追従する場合または対向車のある場合は、前照灯の照射方向を適切

に変換し、眩惑を生じないよう留意すること。
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４．明らかに追い越そうとしている車両がある場合は、安全かつすみやかに進

路を譲ること。

第７章　抗　　議
第32条　抗議

１．参加者は自己チームが不当に処遇されていると判断するときは、抗議する

ことが出来る。但し本規則に規定された参加拒否、又は競技役員が課した

判定に対する抗議は受け付けない。

２．抗議は抗議対象となる理由を具体的に文書に記述し、一件につき２１，

２００円の抗議料を添えて競技長を経て競技会審査委員会に提出しなけれ

ばならない。

３．口頭及び連名による抗議は、一切受け付けない。

４．競技中の過失または反則に関する抗議は、自己のコントロールシート提出

時間内に行わなければならない。

５．競技成績に関する抗議は、暫定結果発表後３０分以内に行わなければなら

ない。

６．競技会審査委員会の裁定結果は、審査委員長より口頭にて当事者に通告さ

れる。

第８章　損害の補償
第33条　損害の補償

１．競技参加者、クルーは参加車両およびその付属品が破損した場合および第

三者に損害を与えた場合、その責任を自己が負わなければならない。

２．競技参加者、クルーはＪＡＦ、オーガナイザー、大会役員、オフィシャル、

道路管理者、警察および関係省庁が一切の損害事故の責任を免除されてい

ることを了承しなければならない。競技参加者、クルー、サービス員の負傷、

死亡その他車両の損害賠償に対してＪＡＦ、オーガナイザー、大会役員、

オフィシャル、道路管理者、警察および関係省庁は一切補償責任を負わない。

３．競技参加者、クルー、サービス員が競技中に起こしたオーガナイザーおよ

び役員車またその設備や道路関係施設、会場施設・備品、樹木等の事故は

いかなる場合も競技参加者が責任をもって賠償するものとする。

第９章　規則の解釈および施行
第34条　本共通規則の解釈

本共通規則、競技会特別規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生

じた場合は、競技会審査委員会の裁定を最終とする

第35条　本共通規則の施行ならびに記載されていない事項

１．本共通規則の適用は本シリーズ競技会に適用されるもので参加受付と同時

に有効となる。

２．本共通規則に記載されていない競技に関する事項は、ＪＡＦ国内競技規則

およびその細則に従う。

３．公式通知はその示す範囲において、すでに示された事項に優先する。

４．各規則発行後、ＪＡＦによって決定された事項は、すべての規則に優先する。

 以上

２０２４年 
ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリー共通規則書

第１章　総　　則
　本共通規則は２０２４年に開催されるＪＡＦ近畿地域クラブ協議会（以下ＪＭＲ

Ｃ近畿と称する）ＳＳラリーシリーズ競技会に適用される。本共通規則書に記載さ

れていない競技運営に関する実施細目および指示項目は、各競技会特別規則書およ

び公式通知によって示される。尚、各競技会特別規則書に記載された内容は、それ

の指示する範囲において本共通規則より優先する。また、各競技会の競技参加者お

よびクルーは当該年度ＪＡＦ国内競技規則およびその細則、当該年度ＪＡＦ国内競

技車両規則、ＪＡＦの公示、本共通規則および各競技会特別規則を熟知・承認して

参加するものとする。

第２章　特別規則書に記載する内容
公　　　示

　ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則およびその付則に準拠した一般社団法人日

本自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則およびその細則、当該年度日本ラリー選手

権規定、ＪＭＲＣ近畿共通規則及び本大会特別規則に従って開催される。

第１条　プログラム

１．参加申込の開始日時：

２．参加申込の締切日時：

３．レッキの受付日時および場所：

４．参加確認の日時および場所：

５．公式車検の日時および場所：

６．第一回審査委員会の日時および場所：

７．ブリーフィングの日時および場所：

８．スタートの日時および場所：
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９．レグ１のスタートリスト発表日時および場所：

10．リスタートの出走申請締切日時および場所：［複数レグの場合記載］

11．レグ２のスタートリスト発表日時および場所：［複数レグの場合記載］

12．暫定結果の発表日時および場所：　　　（予定）

13．表彰式の開催日時および場所：　　　　（予定）

第２条　競技会の名称

２０２４年ＪＡＦ中部・近畿地方ラリー選手権第○戦

２０２４年ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリーシリーズ第○戦

　　　　　　　　　　○○○ラリー

第３条　競技の格式

ＪＡＦ公認：（国内／準国内）格式競技　公認番号：２０２４－３３○○号

第４条　競技種目

ラリー競技開催規則の細則「スペシャルステージラリー開催規定」に従っ

たスペシャルステージラリー

第５条　開催日程および開催場所

１．２０２４年　　月　　日（　）～　　日（　）の○日間

２．○○県○○市周辺

３．ラリースタート　　：

４．ラリーフィニッシュ：

第６条　競技会本部（ＨＱ）

１．所在地、名称、電話番号

［※各レイアウト図は、細則にて記載すること］

第７条　コース概要

１．スペシャルステージの路面　　　：

２．総走行距離　　　　　　　　　　：○○○km（予定）

３．スペシャルステージの総走行距離：　○○km（予定）

４．スペシャルステージの数　　　　：

５．セクションの数　　　　　　　　：

６．レグの数　　　　　　　　　　　：

第８条　オーガナイザー

ＪＡＦ登録加盟クラブ「名称、所在地、代表者氏名」

第９条　組織

【大会役員】　　　　［必要に応じて記載］

【組織委員会】

組織委員長：

組織委員　：　　　　　　　　　　組織委員　：

【競技会主要役員】

１．競技会審査委員会

審査委員長　：　　　　　　　　　（ＪＭＲＣ近畿派遣）

審査委員　　：　　（ＪＭＲＣ中部派遣）もしくは（組織委員会任命）

２．競技役員

競技長　　　：　　　　　　　　　副競技長　　　：

コース委員長：　　　　　　　　　計時委員長　　：

技術委員長　：　　　　　　　　　サービス管理者：

救急委員長　：　　　　　　　　　事務局長　　　：

３．コンペティターズリレーションズオフィサー（ＣＲＯ）：

第10条　参加申込受付期間

１．受付開始：

２．受付締切：

第11条　参加申込および問い合わせ先（大会事務局）

１．大会事務局：

住　所：

担　当：

電　話：

E-mail：

２．参加申込は、ＪＡＦ公認ラリー参加申込書（ＪＭＲＣ近畿統一様式）に必

要事項を正確に記入し申込期間内に行うこと。

３．提出書類：

４．参加料：

５．その他（サービス他、有料の場合には全て記載）

６．支払い方法

第12条　保険

競技参加者は、ラリー競技に有効な対人賠償保険（又は各種共済等）及び

搭乗者保険（又は各種共済等）対物賠償保険（又は各種共済等）に加入す

ること。

○ 未加入者は、主催者の特別規則書等に記載された手続きを行うこと。

○ 当該競技会に有効な任意保険に加入済みの競技参加者は、保険証書また

は保険の加入を証明できる書類の写しを必ず同封すること。

第13条　音量規制

使用できるマフラーは、保安基準適合品であること。また平成２２年以降

に制作された車両については、そのマフラーが保安基準適合品であること

を証明できる資料を車両申告書にそえて提出し、また常に携行すること。

但しＲＰＮ・ＡＥ車両は、当該年度ＪＡＦ国内車両規則に準じること。

第14条　参加台数
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参加台数は、原則として全クラスを通じ最大７５台とする。申込台数が

７５台を越えた場合は、競技会組織委員会の選考により決定する。

第15条　レッキの実施方法

具体的な実施方法を明記

［ ※具体的な実施方法が記載できない場合は、「レッキのタイムスケジュー

ル、実施の詳細はコミュニケーションにて示す」を必ず記載すること］

第16条　タイヤ

市販タイヤに限る。但し特別規則書により、使用できるタイヤおよび本数

を制限できる。

第17条　セレモニアルスタート／フィニッシュ

セレモニアルスタートおよびフィニッシュを実施する場合は、特別規則書

で記載する。

［ ※詳細が記載できない場合は、「詳細はコミュニケーションにて示す。」を

必ず記載すること］

第18条　タイムコントロール

公式時刻は、日本標準時を基準とした競技会計時委員の時計による。各レ

グの最後のコントロール（その直前にサービスパークがある場合はその出

口のコントロール）について、タイムペナルティーを与えない場合は、そ

の旨記載すること。

第19条　スペシャルステージ

１．計時は、印字機能を持つクロノメーターにて１／１０秒まで計測する。

２．スタートは、スタートリスト順または直前のＴＣ通過順に１分間隔とする。

３．スタートの方法および合図は、ラリー競技開催規定細則「スペシャルステー

ジラリー開催規定　第３章　２５条６」に従って行う。

［ スタート灯火信号を使用する場合は故障時の対応を含め詳細を細則５に

て記載すること。］

４．上記１．から３．に該当しないスペシャルステージを設ける場合、細則７．

に記載すること。

第20条　整備作業

１．整備作業の監督を担当する競技役員名：

２．整備作業を行うことができる場所：

３．サービスカーの管理方法：

４．整備作業の報告：

５．ラリー競技開催規定細則：スペシャルステージ開催規定第３章第16条サー

ビスに該当しないサービスを設ける場合、細則８．に記載すること。

第21条　賞典

第22条　その他

選手権外併設クラスを設ける場合には、当該特別規則書に参加料、参加車

両、クラス区分、賞典などを必ず記載すること。

第23条　細則

細則１．アイテナリー

細則２．レッキスケジュール

細則３．コンペティーターズリレーションズオフィサー（ＣＲＯ）

細則４．ＨＱレイアウト、サービスパークのレイアウト等

細則５．信号灯によるスタート手順

細則６．ゼッケンおよび広告

細則７．スペシャルステージ

細則８．サービス

第３章　競技参加に関する基準規則
第24条　参加車両

当該年度ＪＡＦ国内競技車両規則ラリー車両規定（ＲＲＮ・ＲＪ・ＲＰＮ・

ＲＦ・ＡＥ）に従った車両、ＪＡＦ中部近畿ラリー選手権各クラスと同じ

とする。シリーズ車両区分の車両規則の他、下記の条件を満たすこと。なお、

ＲＰＮ車両については同一車両型式のＪＡＦ登録年が２００６年１月１日

以降の車両のみ参加が認められる。

１．車両に装着された騒音防止装置は道路運送車両の保安基準に適合するもの

であること。但しＲＰＮ・ＡＥ車両は、当該年度ＪＡＦ国内車両規則に準

じること。

２．すべてのＲＦ車両、ＲＰＮ車両およびＡＥ車両は、下記のロールゲージを

装着すること。

①６点式＋左右のドアバーを基本構造とした４０φのロールケージを装着し

なければならない。

②気筒容積が２０００ｃｃを超える車両については、少なくとも１本の斜行

ストラットを取り付けたロールケージを装着することを強く推奨する。

３．メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルト（３点式等）に加え、

４点式以上の安全ベルトを装備すること。６点式以上のＦＩＡ公認安全ベ

ルトの装着を強く推奨する。

４．タイヤの制限は第16条のとおりとする。

５．１本または複数のスペアホイールを搭載しなければならない（ただし当初の

車両に搭載されていない場合はこの限りではない）。

６．エアーフィルターカートリッジケースを変更することは出来ない。ただし、

フィルターエレメントの材質は自由とする。

７．過給器付車両へのエアリストリクター装着は任意とする。装着する場合の
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サイズは、最大内径３３㎜（外径３９㎜未満）とする。ＤＥ－１クラスに

ついては、エアリストリクターを装着しない場合は、ＥＣＵの変更・改造

は一切認められない。

８．ホイールは車両の総排気量に従って定められる下記の最大直径および最大

幅を超えていないこと。ただし、同一車両型式のカタログに記載されてい

るホイールの直径および幅が下記の数値を超えている場合は、カタログに

記載されている数値を最大値とすることができる。

総排気量が１，４００ｃｃ以下の車両 ：最大直径１４インチ、 
最大幅６インチ

総排気量が１，４００ｃｃを超え２，０００ｃｃ以下の車両 ：最大直径１６インチ、 
最大幅７インチ

総排気量が２，０００ｃｃを超える車両 ：最大直径１７インチ、 
最大幅７．５インチ

９．ＤＥ－１クラスで使用されるタイヤは、最大幅２４５ミリ（タイヤに刻印

されたサイズ）の最大幅を超えていないこと。

２０２５年全日本ラリー選手権統一規則の見直し実施に伴い、２０２５年ＤＥ－

１クラスのホイールおよびタイヤサイズの変更を実施する。

10．競技参加者が車載カメラを装着する場合、その設置は以下の要件を満たさ

なければならない。

・車体の表面からはみ出してはならない。

・コクピット内では、ダッシュボードの最後端点を通る垂直横断平面とドラ

イバー／コ・ドライバー（ナビゲーター）座席の最後端点を通る垂直横断平

面の間にカメラを設置することは（その取り付け部を含めて）禁止される。

・取り付けは、ネジ止め、金属ネジ止めクランプ、金属インサートのみで行

わなければならない。（禁止；接着剤、両面テープ、粘着剤、吸盤など）

・取り付けはロールバーに堅牢に固定し、ロールバーからの突起物は最低限

に抑えること。ロールバーに対する加工、改造は認められない。

・競技会公式車両検査前に設置しなければならない。

・クルーの視界、緊急時の出入り、脱出の妨げになってはならない。

・スマートフォン、タブレットなどの設置も同様の要件を満たさなければな

らない。

第25条　クラス区分

参加車両は下記の気筒容積別に区分される。過給器付きエンジンの換算係

数はガソリンエンジンの場合×１．７、ディーゼルエンジンの場合×１．５

とする。

ＤＥ－１クラス　 ４輪駆動のＲＲＮ

　　　　　　　　 気筒容積が２５００ｃｃを超える４輪駆動のＲＪ、また

はＲＦ車両。

ＤＥ－２クラス　 ２輪駆動のＲＲＮ車両

　　　　　　　　 気筒容積が１５００ｃｃを超え２５００ｃｃ以下のＲ

Ｊ、ＲＰＮまたはＲＦ車両。

　　　　　　　　 気筒容積が２５００ｃｃを超える２輪駆動のＲＪ、ＲＰ

ＮまたはＲＦ車両。

ＤＥ－５クラス　 気筒容積が１５００ｃｃ以下のＲＪ、ＲＰＮまたはＲＦ

車両。

ＤＥ－６クラス　 気筒容積が１５００ｃｃ以下の、ＲＰＮまたはＲＦ車両

（ＡＴ限定）。または気筒容積別区分なしのＡＥ車両。

第26条　参加資格

１．競技参加者は当該年度ＪＡＦ競技参加者許可証を所持していなければなら

ない。但し、クルーが競技参加者を兼ねる場合、この限りではない。

２．クルーは当該年度有効な競技運転者許可証を所持していること。

３．クルーは参加車両を運転するのに有効な運転免許証を所持していなければ

ならない。

４．クルーが１８歳未満の場合は、親権者の承諾を必要とする

第27条　参加申込方法および参加受理

１．参加車両名は必ず車両名（型式ではなく通称名）を入れること。

２．正式参加受理は、参加申込締切後５日以内に各参加者宛通知する。（ｅメー

ル等のオーガナイザーが定めた電子的通通信手段によって行うことができ

る。）

３．オーガナイザーは、理由を示すことなく参加拒否をする権限がある。

４．参加不受理の場合は、事務諸経費２０００円を差し引いて参加料を返還す

る。また、正式参加受理後、参加料および提出書類は一切返還されない。

５．正式参加受理後の全ての変更は、参加者が理由を付した正式文書に変更手

数料２，０００円を添えてオーガナイザーに届けるものとし、競技会審査委

員会の承認を必要とする。

第28条　参加者に対する指示および公示

１．競技会審査委員会は国内競技規則４－９および１０－１０に従って、公式

通知をもって参加者に指示を与えることができる。

２．当該競技会に関する公示、ＪＡＦが行う指示事項および暫定結果を含む競

技結果成績は、公式掲示板に公示される。

３．競技会審査委員会および組織委員会の決定事項または公示あるいは参加者

に関する特別事項も書面をもって参加者に伝達される。

第29条　参加確認
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参加確認では、競技参加者許可証、参加受理書（発行した場合）、クルーの

運転免許証・競技運転者許可証・健康管理カード・ＪＭＲＣ近畿個人会員証、

ラリー競技に有効な自動車保険証書等必要書類を提示すること（加入が明

確に確認できること）。

第30条　クルーおよび参加車両の変更

１．正式参加受理後のクルーの変更は認められない。ただし、コ・ドライバー

については、参加者から参加確認受付時までに理由を付した文書が提出さ

れ、競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。

２．参加クラスの変更を伴う参加車両の変更は認められない。

第31条　安全装備

１．クルーが着用するもの

当該年国内競技車両規則第５編細則ラリー競技に参加するクルーの装備品

に関する細則に従ったヘルメットおよびレーシングスーツを着用するこ

と。またグローブも着用すること（コ・ドライバーは任意）。

２．参加車両に搭載するもの

非常用停止表示板（三角）２枚、赤色灯、非常用信号灯（発煙筒）、牽引用

ロープ、ＯＫ／ＳＯＳマーク（Ａ３）２枚、救急用品を携行していること。

また各車両規定に定められている仕様の消火器を装備すること。非常用停

止表示板（三角）及びＯＫ／ＳＯＳマークは、クルーが着座した状態で工

具を使用することなく取り出せる場所に設置すること。

第32条　書類検査および車両検査

１．書類検査

参加者は書類検査時に、参加車両の自動車検査証・自動車損害賠償責任保

険証を提示すること。

２．車両検査

技術委員により参加車両の検査を行う。またマーキング・封印を行う場合

がある。車両検査の合否の最終的な判定は技術委員長の判断となる。

①クルーは車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタロ

グ、パンフレット等（新型車解説書、整備解説書等を含む）を、常に携帯

すること。また公認車両は前記書類の他に公認書および公認付属書も携帯

すること。

②車両検査はタイムスケジュールに従って指定の場所で受けなければならな

い。車両検査を受けていない場合（競技会審査委員会が不可抗力と認めた

場合を除く）および車両検査不合格の場合（競技会審査委員会は規則に合

致させるための限られた修復時間を与える場合がある）はそれ以降の出走

はできない。

③最終タイムコントロール通過後、指示された車両に対し最終車両検査を行

う。また、競技会審査委員会または競技会技術委員長が必要と判断した場

合、もしくは抗議の内容により必要とされる場合、分解を伴う検査を行う。

最終車両検査の対象になった競技参加者はその指示に従うこと。その際の

分解、組付けに必要な工具・部品・費用は全て競技参加者の負担とする。

④ＳＳラリーシリーズで重量測定の確認を行う場合は下記の通りとする。

１）出走前車検で測定を行う場合はガソリン満タン（残燃料に関係なく満タ

ンとみなす）で、冷却水（クーラント）以外の水は空とし、安全装備（ロー

ルケージ等）は装着し、搭乗者、搭載物、工具およびジャッキは降ろし

た状態で計測を行う。※クーラント以外の水が搭載されている場合は、

その重量を計測値より減じた値となる。また、ＲＪ・ＲＰＮ・ＲＦ・Ａ

Ｅ車両についてはスペアホイールの重量は含まれない、ＲＲＮ車両は１

本だけ搭載した状態で計測する。

２）その他車検時は上記方法に残燃料により算出（比重０．７４㎏／Ｌ）した

重量を加味して行う。

３）ＲＲＮ車両については当該年のＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付

則Ｊ項に夫々定められた車両重量値とする。ただし、グループＮとして

公認された車両については公認書に記載された車両重量とする。ラリー

競技開催規定細則：スペシャルステージラリー開催規定によるラリー競

技においては、上記条件の下、車両（スペアホイールを１本のみ搭載）

とクルー（ドライバー＋コ・ドライバー＋全装備品）を合わせた最低重

量は上記で定める最低重量＋１６０㎏でなければならない。

４）ＲＪ車両・ＲＰＮ車両・ＲＦ車両およびＡＥ車両はカタログに記載され

た車両重量から当該車両の燃料タンク容量に比重０．７４を乗じた値（小

数点以下切り捨て）を減じた値とする。

⑤オーガナイザーが指定・配布した競技番号（ゼッケン）及びＪＡＦ公認競

技会之証、広告は指定された位置に貼り付けされていなければならない。

なお、競技中外部から視認できるように維持されていること

⑥すべての参加者は公式車両検査と同時にラリー競技開催規定に従った服

装、装備、備品について検査をうけること

第４章　競技に関する基準規則
第33条　ブリーフィング

当該年度日本ラリー選手権規定第４章第16条に従う。ただし、ブリーフィ

ングの実施の有無に関わらず、オーガナイザーはすべてのクルーおよび競

技参加者に対する指示事項（ブリーフィング資料）を公式通知にて第１回

審査委員会終了後直ちに発行するものとする。

なお、当該指示事項に追加／変更が生じた場合は、当該競技会審査委員会
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の承認のもと再度、公式通知にて発表する。

第34条　スペシャルステージ

天候の急変による路面状況の変化ならびに車両がコースを逸脱した場合に

重大な危険を招くことがないようクルーの安全性を考慮した適切な場所に

設定すること。競技会審査委員会が危険と判断した場合、当該スペシャル

ステージの走行を中止する場合がある。

第35条　燃料補給および充電

オーガナイザーの指定した場所以外での燃料補給、充電は認められない。

第36条　整備作業の範囲

１．整備作業の範囲

①タイヤの交換　　　　　②ランプ類のバルブの交換

③点火プラグの交換　　　④Ｖベルトの交換

⑤各部点検増締め

⑥整備申告書の提出によりオーガナイザーが認めた①～⑤以外の整備作業

２．サービス実施後は必ず担当オフィシャルの確認を受けること。

３．本条１の範囲以外に何らかのサービスを行う必要がある場合は、技術委員

長の許可を得ること。

第37条　リタイヤ

競技会の途中で競技を棄権する場合、また以降競技に出場しない場合その

旨を書面にて競技役員に申し出て棄権しなければならない。

第38条　リスタート

レグ１において競技から離脱した参加者は以下を条件にレグ２への出走が

許される。

１．オーガナイザーが指定する時刻までに再出走の申請を行うこと。

２．オーガナイザーが指定する時刻までに再車両検査に合格すること。

３．当該競技会審査委員会の承認を得ること。

第39条　競技結果

競技結果はスペシャルステージで記録された所要時間と、ロードセクショ

ンその他で課せられたペナルティーを合計して決定される。合計タイムが

同じ場合は下記の順により順位を決定する。

１．最初のスペシャルステージの所要時間が少ない者。

２．次のスペシャルステージの所要時間が少ない者。

３．競技会審査委員会が最終決定する。

第５章　抗　　　議
第40条　抗議

１．参加者は自分が不当に処遇されていると判断した場合、国内競技規則第12

条に従い、抗議する権利を有する。

①抗議を行う場合は、必ず文書にて理由を明記し、抗議料を添えて競技長に

提出すること。

②抗議が正当と裁定された場合抗議料は返却される。

③抗議により車両の分解検査に要した費用は、その抗議が正当と裁定されな

かった場合は、抗議提出者。正当と裁定された場合は抗議対象者が負担す

る。その際に要した分解整備等の費用は競技会技術委員長が算出する。

④審判員の判定、計時装置、安全上の判断に伴うタイヤの追加に関する競技

長宣言に対して抗議することはできない。

⑤競技会審査委員会の裁定は、抗議者に宣告される。

２．抗議の時間

①競技会技術委員長の決定に関する抗議は、決定直後に提出しなければなら

ない。

②成績に関する抗議は、暫定結果発表後３０分以内に提出しなければならない。

第６章　競技会の延期、中止、または短縮
第41条　競技会の延期、中止、または短縮

１．競技会審査委員会は保安上もしくは不可抗力などにより競技の運営に支障

がある場合、競技会の延期、中止、短縮および内容の変更を決定すること

ができる。

２．延期されたために競技会への参加が不可能となった場合、オーガナイザー

の指示する期間内に返還要求を行うことにより参加料は返還される。

３．中止になった場合、参加料は返還される。

４．競技の進行が全ての参加車両に対して、不可能または著しい障害になった

場合または他に及ぼす影響等で競技の続行ができなくなった場合、競技会

審査委員会の承認のもと競技長の判断により、打ち切りおよび特定区間の

中断を行う。

５．競技が打ち切りになった場合の成績は、競技打ち切り時点までにおけるも

のとし競技は成立する。また、打ち切りおよび特定区間の中断により、ク

ラスごとにスペシャルステージ所要時間の合計区間が異なる場合がある。

第７章　損害の補償
第42条　損害の補償

１．競技参加者、クルーは参加車両およびその付属品が破損した場合および第

三者に損害を与えた場合、その責任を自己が負わなければならない。

２．競技参加者、クルーはＪＡＦ、オーガナイザー、大会役員、オフィシャル、

道路管理者、警察および関係省庁が一切の損害事故の責任を免除されてい
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アベレージラリー、ＳＳラリーの２シリーズとする。

３．部　門

アベレージラリーシリーズはドライバー及びナビゲーター部門の２部門とする。

ＳＳラリーシリーズはドライバー及びコ・ドライバー部門の２部門とする。

４．クラス区分

①アベレージラリーシリーズ

排気量区分なし

②ＳＳラリーシリーズ

ＤＥ－１クラス　４輪駆動のＲＲＮ

　　　　　　　　 気筒容積が２５００ｃｃを超える４輪駆動のＲＪ、またはＲ

Ｆ車両。

ＤＥ－２クラス　 ２輪駆動のＲＲＮ車両

　　　　　　　　 気筒容積が１５００ｃｃを超え２５００ｃｃ以下のＲＪ、Ｒ

ＰＮまたはＲＦ車両。

　　　　　　　　 気筒容積が２５００ｃｃを超える２輪駆動のＲＪ、ＲＰＮま

たはＲＦ車両。

ＤＥ－５クラス　 気筒容積が１５００ｃｃ以下のＲＪ、ＲＰＮまたはＲＦ車両。

ＤＥ－６クラス　 気筒容積が１５００ｃｃ以下の、ＲＰＮまたはＲＦ車両（Ａ

Ｔ限定）。または気筒容積別区分なしのＡＥ車両。

※ 各競技会において、各クラス出走台数が３台に満たなかった場合、該当クラ

スは不成立となる。また、各シリーズは成立した競技会の３回以上の開催に

より成立する。

５．ポイント

①競技会毎に各クラス、下記ポイントを与える。

順　位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 完走

得　点 １０ ８ ６ ４ ３ ２ １

※ 全出走台数が１０台に満たなかった場合は、シリーズ戦として成立せず、ポ

イントは与えられない。

※ＳＳラリーシリーズは、下記の得点係数を与える。

　・ターマック（５０ｋｍ以下）１．０　　（５０ｋｍ以上）１．５

　・グラベル（ミックス含む）１. ５

②ポイント対象者

ポイント対象者は、各競技会参加時点においてＪＭＲＣ近畿正会員クラブ・団

体・賛助会員に所属するＪＭＲＣ近畿個人会員のみとする。その他の者が入賞

した場合のポイントは繰り上げる。

③ 所属クラブ登録

所属クラブ登録が３月３１日までにＪＭＲＣ近畿事務局に正会員クラブ・団体・

ることを了承しなければならない。競技参加者、クルー、サービス員の負傷、

死亡その他車両の損害賠償に対してＪＡＦ、オーガナイザー、大会役員、

オフィシャル、道路管理者、警察および関係省庁は一切補償責任を負わない。

３．競技参加者、クルー、サービス員が競技中に起こしたオーガナイザーおよ

び役員車またその設備や道路関係施設、会場施設・備品、樹木等の事故は

いかなる場合も競技参加者が責任をもって賠償するものとする。

第８章　規則の解釈および施行
第43条　本共通規則の解釈

本共通規則、競技会特別規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生

じた場合は、競技会審査委員会の裁定を最終とする。

第44条　罰則

１．ラリー競技開催規定細則「スペシャルステージラリー開催規定第３章第28

条別添５」に従う。

２．規則違反、または競技役員の指示に対する不遵守は、国内競技規則に記載

されている条項に従って罰則が適応される。

３．本規則に関する罰則及び本規則に定められていない罰則の選択については、

競技会審査委員会が決定する。

４．レッキ中の事故・違反・暴走に対し競技会審査委員会の裁定により、失格

またはタイムペナルティ６０秒を上限とする罰則が適用される。

第45条　本共通規則の施行ならびに記載されていない事項

１．本共通規則の適用は本シリーズ競技会に適用されるもので参加確認と同時

に有効となる。

２．本共通規則に記載されていない競技に関する事項は、ＪＡＦ国内競技規則

およびその細則に従う。

３．公式通知はその示す範囲において、すでに示された事項に優先する。

４．各規則発行後、ＪＡＦによって決定された事項は、すべての規則に優先する。

 以上

２０２４年 
ＪＭＲＣ近畿ラリーシリーズ規定

１．目　的

ＪＭＲＣ近畿ラリーシリーズとして、参加者及びオーガナイズクラブ間の親睦

を図り、ラリー競技およびＪＭＲＣ近畿の発展を目的とする。

２．シリーズ
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11．規定の施行

本規定は２０２４年１月１日より施行する。

本規定の改定、追加項目に関してはＪＭＲＣ近畿ラリー専門部会ホームページ

にて公示する。

 以　上

賛助会員登録を完了していること。万一、所属クラブが３月３１日までに正会

員クラブ・団体・賛助会員登録を完了していない場合は、救済処置として、選

手に問題無き場合のみ、４月３０日を期限とし、所属クラブ変更を認める。

④有効ポイント

＊アベレージラリーシリーズ全戦を有効ポイント対象とする。

＊ＳＳラリーシリーズ全戦を有効ポイント対象とする。

⑤シリーズ順位

有効ポイント合計点数の多い者を上位とし、順位を決定する。

⑥合計ポイントが同点の場合の処置

合計ポイントが同点の場合は、下記のとおりとする。

１）各有効ポイントを二乗し、その合計が多い順に上位とする。

２）１）で同点の場合は、有効ポイントにクラス出走台数を乗じたものの合計が

多い順に上位とする。

３）１）及び２）で同点の場合はポイントを得た競技会において各競技会の同ク

ラス１位の者との減点の差の合計が少ないものを上位とする。また、クラス

１位の場合は２位との差が大きいものを上位とする。

６．競技規則違反

ＪＡＦ国内競技車両規則違反に起因する失格を決定された場合、および再車検

の拒否、道路交通法違反または事故による検挙、妨害行為、不正行為、競技関

係者への暴言・暴行など、著しいスポーツ精神に反する行為、反社会的な行為

があった場合、シリーズポイントの剥奪と、それ以後本年度のシリーズ戦競技

会への参加の拒否については、ＪＭＲＣ近畿ラリー専門部会にて決定する。

７．シリーズ表彰

①アベレージラリーシリーズ

アベレージラリーシリーズは総合クラス３位までとし、参加台数により変更す

る場合がある。

②ＳＳラリーシリーズ

ＳＳラリーシリーズのＤＥ－１・ＤＥ－２・ＤＥ－５・ＤＥ－６クラスとし、

各クラスの出場平均台数の３０％で算出し、参加台数により変更する場合があ

る。但し、最大６位までとする。

８．シリーズ表彰式

２０２４年ＪＭＲＣ近畿表彰式にて行う。

９．入賞者の義務

入賞者はシリーズ表彰式への出席を義務付ける。

10．本シリーズ規定の解釈

本規定の解釈に疑義が生じた場合は、ＪＭＲＣ近畿運営委員会の決定を最終と

する。
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